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＜R6.4.1 改正＞

片品村社会福祉協議会居宅介護支援事業 重要事項説明書

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口

電話：０２７８－５８－４８１２ （午前８時３０分～午後５時１５分）

携帯：０８０－１１３０－２８６６

担当：介護支援専門員 星野 直子

※ご不明な点は、なんでもおたずねください。

２．片品村社会福祉協議会居宅介護支援事業所の概要

（１）居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域

事 業 所 名 片品村社会福祉協議会

管理者氏名 星野 直子

所 在 地 群馬県利根郡片品村鎌田4051-4
介護保険事業所番号 1072700154

サービスを提供する地域 片品村管内

（２）当事業所の職員体制

資 格 常 勤 業務内容

※管 理 者 介護支援専門員 １名 業務の総括

介護支援専門員 介護福祉士 １名以上 ケアプラン作成及び相談

※常勤の介護支援専門員と兼務

※職員の資質向上のため、研修の参加を定期的・積極的にすすめています。

（３）営業時間

月曜日から金曜日まで 午前８時３０分～午後５時１５分

※国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までの年末年始は特別休暇と

なります。

但し、時間外及び休日であっても急を要する場合は相談業務を行います。

３．当事業所の目的及び運営の方針

（１）目的

当事業所は、介護を社会全体で支える新しい仕組み（介護保険）に基づい

て、利用者が持っている能力に応じて自立した生活が送れるよう、利用者に

一番合ったサービスを提供することを目的とします。
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（２）運営方針

① 利用者が要介護状態になった場合においても、できる限り自宅で利用者

の持っている能力に応じて、自立した日常生活が送ることができるよう考

えて行うものとします。

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の希望

するサービスを様々な事業者及び各市町村、地域包括支援センター等と連

携して一番合った居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を心がけます。

③ 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提

供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのない

よう、公正・中立に行うものとします。

４．居宅介護支援の申し込みからの流れと主な内容

（１）利用申込

・電話や来所などでお問い合わせいただきます。

・居宅サービス計画作成依頼届出書を役場へ提出していただきます。

（２）重要事項の説明・契約

・介護支援専門員が訪問し、重要事項の説明を行います。

・申込者の同意を得た場合、居宅介護支援の契約手続きを行います。

（３）居宅サービス計画原案の作成

・介護支援専門員が訪問し、利用者や家族の意見をうかがいます。

・意見をふまえ、要介護度に応じた居宅サービス計画原案を作成します。

※複数の居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができます。

また、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることができます。

（４）サービス担当者会議の開催

・居宅サービス計画原案に基づき、利用者や家族、サービス担当者との

意見交換を行い、最終的なサービス内容を決定します。

・サービスの種類や内容、費用等について説明し、文書により利用者や

家族の同意を得ます。

（５）居宅サービス提供の開始

（６）モニタリング

・利用者及びその家族、介護サービス事業者等との連絡を継続的に行い、

少なくとも１ヶ月に１回は利用者の居宅を訪問して面接し、モニタリ

ングの結果を記録します。

・オンライン会議を用いる場合には、サービス担当者会議での合意と、

利用者が家族のサポートで利用ができる旨の合意を得た上で、少なく

とも２ヶ月に１回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。
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（７）居宅介護支援サービスの終了

①利用者のご都合でサービスを終了する場合

文書でお申し出くださればいつでも解約できます。

②当事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただ

く場合があります。その場合には、終了１ヶ月前までに文書で通知すると

ともに、地域の他の指定居宅介護支援事業者をご紹介いたします。

③自動終了

以下の場合は、双方に通知がなくとも、自動的にサービスを終了します。

・利用者が介護保険施設に入所した場合

・利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と判定された場合

・利用者がお亡くなりになった場合

④その他

利用者や家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して、本

契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することに

より、即座にサービスを終了させていただく場合があります。

（８）介護支援専門員の交代

①利用者からの交代の申し出

選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、当該介護支援専門

員が業務上不適当と認められる事情その他、交代を希望する理由を明らか

にして、事業所に対して交代を申し出ることができます。ただし、利用者

から特定の介護支援専門員の指名はできません。

②事業者からの介護支援専門員の交代

事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。その

場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じな

いよう十分に配慮するものとします。

（９）その他

要介護認定の更新の申請は、現在の有効期限が満了する１ヶ月前には行わ

れるよう必要な援助をします。

※介護保険法の改正による重要事項の改訂等が発生した場合、別紙をもっ

て契約の更新を行うようにいたします。
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５．利用料金

（１）利用料

要介護認定を受けられた方には、介護保険制度から全額給付されるので自己

負担はありません。

※保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、

１ヶ月につき下記の金額を頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いた

します。

このサービス提供証明書を後日各市町村役場に提出すると、差額払戻しを受

けられます。

－基本単位（月額）－

（要介護１・２） １０，８６０円

（要介護３・４・５） １４，１１０円

－加算（月額）－

新規に居宅サービス計画を作成した場合、

要支援者が要介護認定を受けた場合、要介
初回加算

護状態が2段階以上変更された場合、2ヶ月
3,000円/月

以上居宅介護支援を提供していない場合に

加算となります。

特別地域 中山間地における小規模事業所のため、加 基本利用料の

居宅介護支援加算 算されます。 15％/月

利用者が病院又は診療所に入院した日のう

入院時 ちに、当該施設の職員に対して利用者に係

情報連携加算(Ⅰ) る必要な情報を提供した場合に加算となり
2,500円/月

ます。

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌

入院時 日又は翌々日に、当該施設の職員に対して

情報連携加算(Ⅱ) 利用者に係る必要な情報を提供した場合に
2,000円/月

加算となります。

利用者の通院に同行し、心身の状況や生活

通院時 環境等の必要な情報提供を行い、医師等か

情報連携加算 ら情報提供を受け、居宅サービス計画に反
500円/月

映した場合に加算されます。
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病院又は診療所・介護保険施設等の職員か

退 院 ・ 退 所 加 算 ら利用者に係る必要な情報をカンファレン 4,500円/回

（Ⅰ）イ ス以外の方法により１回受けている場合に （入院中1回）

加算となります。

病院又は診療所・介護保険施設等の職員か

退 院 ・ 退 所 加 算 ら利用者に係る必要な情報をカンファレン 6,000円/回

（Ⅰ）ロ スにより１回受けている場合に加算となり （入院中1回）

ます。

病院又は診療所・介護保険施設等の職員か

退 院 ・ 退 所 加 算 ら利用者に係る必要な情報をカンファレン 6,000円/回

（Ⅱ）イ ス以外の方法により2回受けている場合に加 （入院中1回）

算となります。

病院又は診療所・介護保険施設等の職員か

退 院 ・ 退 所 加 算 ら利用者に係る必要な情報を2回受けてお 7,500円/回

（Ⅱ）ロ り、うち1回はカンファレンスによる場合に （入院中1回）

加算となります。

病院又は診療所・介護保険施設等の職員か

退 院 ・ 退 所 加 算 ら利用者に係る必要な情報を3回受けてお 9,000円/回

（Ⅲ） り、うち1回はカンファレンスによる場合に （入院中1回）

加算となります。

病院又は診療所の求めにより、病院等の医

師又は看護師とともに利用者の居宅を訪問

緊急時等居宅カン しカンファレンスを行い、必要に応じて居 2,000円/回

ファレンス加算 宅サービス等の利用に関する調整を行った （月2回まで）

場合、1ヶ月に2回を限度として加算となり

ます。

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の

医療やケアの方針に関する当該利用者又は

その家族の意向を把握した上で、死亡日及

ターミナルケアマ び、死亡日前14日以内に2日以上、利用者又

ネジメント加算 は家族の同意を得て居宅を訪問し、心身の
4,000円/月

状況を記録し、主治医及び居宅サービス計

画に位置づけた居宅サービス事業者に提供

した場合に加算となります。
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（２）交通費

介護支援専門員が訪問するための費用は、一切いただきません。

（３）解約料

利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

（４）支払方法

料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月１０日までに前月分の請求

をいたしますので、１０日以内にお支払いください。お支払いいただくと、

領収書を発行します。お支払い方法は、銀行振込、現金集金からご契約の際

に選べます。

６．ハラスメント対策

（１）職場におけるハラスメント対策

当事業所は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、介護支援専門員

が働きやすい環境作りを目指します。

（２）利用者やその家族等から受けるハラスメント対策

利用者やその家族等が当事業所の介護支援専門員に対して行う暴言・暴力

・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメント等の行為を禁

止します。

７．虐待の防止

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。

（１）虐待防止に関する責任者の選定

管理者：星野 直子

（２）成年後見制度の利用支援

成年後見制度の概要について説明し、必要な機関へお繋ぎいたします。

（３）苦情解決体制の整備

利用者からの相談又は苦情に対応するための窓口を設置し、苦情解決体制

を整えます（第９項）。

（４）対策委員会の開催

当事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催

すると共に、その結果を介護支援専門員に周知します。
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（５）指針の整備

当事業所における虐待防止のための指針を整備します。

（６）研修の実施

当事業所の介護支援専門員に対し、虐待防止に関する研修を実施します。

（７）市町村への通報

当事業所の介護支援専門員、居宅サービス事業者又は養護者（現に養護し

ている家族・親族・同居人等）による虐待が疑われる場合には、速やかにこ

れを市町村に通報します。

（８）身体的拘束等の禁止

当事業所において、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

８．感染症の予防及び蔓延防止のための措置

当事業所は、感染症の予防及び蔓延防止のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。

（１）対策委員会の開催

当事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員

会を開催し、その結果を介護支援専門員に周知します。

（２）指針の整備

当事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備します。

（３）研修・訓練の実施

当事業所の介護支援専門員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研

修及び訓練を定期的に実施します。

９．業務継続計画（BCP)の策定

当事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介

護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期業務再開

を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。

また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要

な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。さらに、定期的に業務継続

計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
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１０．秘密の保持と個人情報の保護

当事業所の介護支援専門員やその他の職員は、正当な理由がなくその業務上

知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしません。また、その必要な措置

を講じます。

当事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報

についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で当該家族

の個人情報を用いません。

１１．公正中立なケアマネジメントの確保

利用者は、ケアプランに位置づける介護サービス事業所等について、複数の

事業所の紹介や、その選定理由について事業者に求めることができます。

１２．医療との連携

居宅介護支援事業所と医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が

入院や受診した場合には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先の

医療機関にお伝えください。訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に

関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した

利用者の状況等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師

に必要な情報伝達を行います。

１３．事故発生時の対応

当事業所は、万全の体制で指定居宅介護支援サービスの提供に当たりますが、

万一事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、関係市町村等にご連絡

するとともに事故に遭われた方の救済、事故の拡大の防止などの必要な措置を

講じます。また、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、誠意を持って

速やかに損害賠償を行います。
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１４．サービス内容に関する苦情

（１）利用者からの相談又は苦情に対応する窓口（連絡先）、担当者の設置

常設窓口 事業所：片品村社会福祉協議会

住 所：群馬県利根郡片品村鎌田4051-4
電 話：０２７８－５８－４８１２

携 帯：０８０－１１３０－２８６６

担当者：星野 直子 （介護支援専門員）

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

①苦情処理台帳に記載します。

②苦情についての事実確認を行います。

③苦情処理方法を記載し、管理者決裁します。

④苦情処理について関係者との連携を行います。

⑤苦情処理の改善について利用者に確認を行います。

⑥苦情処理は１日以内で行われることを原則とします。

⑦苦情処理についての成果等を台帳に記録します。

（３）苦情があったサービス事業者に対する対応方針等

①サービス事業者に苦情報告と改善について指示を行います。

②サービス事業者に対する苦情が改善されない場合、

利用者又は家族に説明し、サービス事業者を選択していただきます。

（４）行政機関その他苦情受付機関

所 在 地 ： 群馬県利根郡片品村大字鎌田3967-3
片品村役場 保健福祉課 電話番号 ： ０２７８－５８－２１１５

Ｆ Ａ Ｘ ： ０２７８－５８－２１１０

所 在 地 ： 群馬県前橋市元総社町335-8
国民健康保険団体連合会 電話番号 ： ０２７－２９０－１３６３

Ｆ Ａ Ｘ ： ０２７－２５５－５３０８

所 在 地 ： 群馬県前橋市新前橋町13-12
群馬県社会福祉協議会 電話番号 ： ０２７－２５５－６０３３

Ｆ Ａ Ｘ ： ０２７－２５５－６１７３
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契約をする場合は以下の確認をすること

令和 年 月 日

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づい

て重要な事項の説明を行いました。

事業所

所在地 群馬県利根郡片品村鎌田4051-4
名 称 片品村社会福祉協議会

説明者 介護支援専門員 星野 直子 ㊞

私は、契約書及び本書面により事業所から居宅介護支援についての重要事項の

説明を受けました。

利用者

住 所 群馬県利根郡片品村大字

氏 名 ㊞

代理人（代筆者）

住 所

氏 名 ㊞

利用者との関係（ ）

本重要事項説明書と同時に「契約書」にも署名・押印し、

それをもって契約開始となる。


